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愛媛県告示第１８２８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行


愛媛県告示第１８２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 リハビリテー
ション科

公立学校共済組合
四国中央病院 米 津 浩 川之江市川之江町２２３３ 平成

１４年１１月１日

〃 整 形 外 科 愛媛県立新居浜病
院 曽我部 昇 新居浜市本郷三丁目１－１ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 小 児 科 愛 媛 労 災 病 院 岩 瀬 孝 志 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 医療法人弘仁会

共立病院 吉 田 正 東予市三津屋南９－１０ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人社団久和
会 立花外科病院 佐 伯 祐 司 新居浜市喜光地町一丁目１３－２９ 〃

〃 脳神経外科 公 立 周 桑 病 院 小 野 武 志 東予市壬生川１３１ 〃

視 覚 障 害 眼 科 医療法人補天会
光生病院 � 澤 みさと 今治市室屋町三丁目２－１０ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 松野町国民健康保

険中央診療所 長 井 巖 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 〃

肢 体 不 自 由 神 経 科 財団新居浜病院 石 橋 利 行 新居浜市松原町１３－４７ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

内 科 町 立 野 村 病 院 吉 田 理 東宇和郡野村町大字野村９－５３ 〃

〃 外 科 久万町国民健康保
険父二峰診療所 玉 木 芳 郎 上浮穴郡久万町大字露峰甲４２０－２ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１４０９号 平成１４年１１月１９日
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愛媛県告示第１８２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、中島町睦月土地改良区から次のとおり役員が就任し

した旨の届出があった。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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愛媛県告示第１８３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、吉井土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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愛媛県告示第１８３２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡重信町大字下林字明木谷丙１３７の１、丙１３８か

ら丙１４１まで、丙１４３の１、丙１４３の２、丙１４３の４、

丙１４４の１、丙１４４の２、丙１４５、丙１４６の１、丙１４６

の２、丙１４７の１、丙１４７の２、丙１４８、丙１４９

� 指定の目的

水源のかん養

	 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字明木谷丙１３７の１・丙１３８から丙１４１まで・丙

１４３の２・丙１４４の１・丙１４６の２・丙１４７の２（

以上９筆について次の図に示す部分に限る。）、丙

１４３の１、丙１４３の４、丙１４７の１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町五百木２８６４から２８７２まで、２８７８、大瀬中

央４８６６から４８７２まで、４８７４、４８７５、４８９０

� 指定の目的

水源のかん養

	 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

五百木２８６５（次の図に示す部分に限る。）、２８６４

、２８６６、大瀬中央４８９０

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡広見町大字大宿２１８２、２１８５から２１８７まで、２１

８８の１、２１９３

� 指定の目的

水源のかん養

	 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。


愛媛県告示第１８３１号
養鶏振興法（昭和３５年法律第４９号）第７条第１項の規定により、次のようにふ化業者の登録をした。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 片 山 貞 彦 温泉郡中島町大字睦月２４７番地

登録番号 登 録 年 月 日 氏名（又は名称）及び住所 ふ化場の名称及びその所在地

１４第２号 平成１４年１１月１６日 農事組合法人 南伊予養鶏組合
伊予市下三谷２４８８の１

農事組合法人 南伊予養鶏組合ふ化場
伊予市下三谷２４８８の１

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

宇和島プリポート
薬局

宇和島市御殿町４
－１９

平成１４年
１１月１日

は ま ゆ う 薬 局 宇和島市御殿町４
－１９ 〃

パ ー ル 薬 局 宇和島市御殿町３
－６ 〃

今治けんこう薬局 今治市常盤町五丁
目３－３９ 〃

あ ん ず 薬 局 宇和島市丸之内二
丁目１－７ 〃

愛 媛 県 報平成１４年１１月１９日 第１４０９号

１２８２



大字大宿２１８２・２１８５から２１８７まで・２１８８の１・２１

９３（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡日吉村大字父野川上１４１１

� 指定の目的

水源のかん養

	 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字父野川上１４１１（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に

供する。）
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愛媛県告示第１８３３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

宇摩郡別子山村字弟地乙５４８の１、乙５４８の２、乙５４９

の７、乙５４９の８、乙５５０の９から乙５５０の１２まで

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため
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愛媛県告示第１８３４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市戸島２２１８番６地先公有水面

� 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線並びに２０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域

基点（宇和島市戸島２２３４番１地先の堤に設置された金

属鋲）は、北緯３３度１１分５８秒、東経１３２度２１分４３秒の地

点

１点は、基点から真北３５８度００分０１秒１５．８５メートル

の地点

２点は、１点から真北５３度５７分５８秒１２．４９メートルの

地点

３点は、２点から真北１４３度５７分５８秒５７．１５メートル

の地点

４点は、３点から真北５３度５７分５８秒３．１０メートルの地

点

５点は、４点から真北１４３度５７分５８秒７．３０メートルの

地点

６点は、５点から真北２３３度５７分５８秒１．００メートルの

地点

７点は、６点から真北１４３度５７分５８秒２．７０メートルの

地点

８点は、７点から真北５３度５７分５８秒１．００メートルの地

点

９点は、８点から真北１４３度５７分５８秒１７．３０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２３３度５７分５８秒１．００メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１４３度５７分５８秒２．７０メートルの

地点

１２点は、１１点から真北５３度５７分５８秒１．００メートルの地

点

１３点は、１２点から真北１４３度５７分５８秒１７．３０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２３３度５７分５８秒１．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１４３度５７分５８秒２．７０メートルの

地点

１６点は、１５点から真北５３度５７分５８秒１．００メートルの地

点

１７点は、１６点から真北１４３度５７分５８秒１３．１１メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２３３度５７分５８秒１９．０８メートル

愛 媛 県 報平成１４年１１月１９日 第１４０９号

１２８３
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の地点

１９点は、１８点から真北１４３度５７分５８秒３．１４メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２３３度５７分５８秒０．８１メートルの

地点

	 面積

２，０５７．８３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年３月１９日 愛媛県指令港第４３号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年１１月１９日


愛媛県告示第１８３５号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する

同法第１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を

次のとおり公示する。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行


愛媛県告示第１８３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行


愛媛県告示第１８３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行


愛媛県告示第１８３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行


愛媛県告示第１８３９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

上 屋
松山市大可賀三丁目５２
５番４地先

面積 １，０００平方メートル
構造 鉄骨造平屋建

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡面河村前組２３２４番２から

同村前組２３３１番まで
平成１４年１１月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡三崎町串１８番地先から

同町串１９５番２地先まで

旧 ４．８～２２．８ ０．２９７

新 ７．０～３６．０ ０．２６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡三崎町串１８番地先から

同町串１９５番２地先まで
平成１４年１１月１９日
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選挙管理委員会告示

任 免 辞 令


愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１４年１１月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������

愛媛県選挙管理委員会告示第４１号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる施設として指定したもののうち、次の施設についてそ

の指定を取り消した。

平成１４年１１月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������

愛媛県選挙管理委員会告示第４２号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用

自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成１４年１１月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運

動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する規程の一部を改正する規程

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用

自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

規程（平成６年１０月１１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部

を次のように改正する。

別記第４号様式その１備考４中「６０，２００円」を「６４，５００円

」に改め、同様式その３備考４中「１１，７００円」を「１２，５００円

」に改める。

別記第５号様式備考４中「５０１円９９銭」を「５１０円４８銭」

に、「５５２，８７０円＋２６円２９銭」を「５５７，１１５円＋２６円７３銭」

に改める。

別記第６号様式その１（別紙）その１中「６０，２００円」を「

６４，５００円」に改め、同様式その１（別紙）その２中「１１，７００

円」を「１２，５００円」に改め、同様式その２（別紙）備考２中

「５０１円９９銭」を「５１０円４８銭」に、「５５２，８７０円＋２６円２９

銭」を「５５７，１１５円＋２６円７３銭」に改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。


任免辞令
１０月３１日

愛媛県技術吏員 信 藤 英 敏

願により本職を免ずる

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局伊土検（開）第３６号

平成１４年１０月３１日
伊予郡松前町大字上高柳字古屋敷６０４番１及び６０４番２

伊予市大平２番地２
豊永産業株式会社
代表取締役 豊 永 健 一

松局伊土検（開）第３７号

平成１４年１１月６日

伊予市下吾川字北野３７３－３、３７３－４、３７４－１、３７５－１、３７５－
２、３７５－７及び３７５－８

松山市土居田町７５０番地１
株式会社 ベルモニー
代表取締役 武 智 義 則

松局伊土検（開）第３８号

平成１４年１１月６日
伊予郡松前町大字鶴吉字新開７２３番５

伊予郡松前町大字鶴吉７２３番地
松 田 務

施設の種類 施設の名称 所 在 地

養護老人ホーム 養護老人ホーム
共楽園 伊予三島市寒川町１７９２－２

施設の種類 施設の名称 所 在 地

養護老人ホーム 養護老人ホーム
共楽園 伊予三島市寒川町１３８８
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